
JP 5863924 B2 2016.2.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明性を有するフィルムからなる第１基材、および前記第１基材の一方の表面に形成さ
れた透明電極を有する透明電極側基材と、
　絶縁性を有するフィルムからなる第２基材、および前記第２基材の一方の表面に形成さ
れた対向電極を有する対向電極側基材と、
　ツイストボールおよび低極性溶媒を含む低極性溶媒層からなるツイストボール層とを有
し、
　前記ツイストボール層は、前記第１基材および前記第２基材により密封され、
　前記対向電極側基材は、前記対向電極が前記ツイストボール層とは反対側となるように
配置されており、
　前記第１基材および前記第２基材が、ベースフィルム材料およびシーラントフィルム材
料が積層されたラミネート加工可能な材料からなり、前記第１基材および前記第２基材の
前記シーラントフィルム材料側が対向するように配置され、前記第１基材の前記シーラン
トフィルム材料および前記第２基材の前記シーラントフィルム材料が融着した融着部を有
することを特徴とするツイストボール型電子ペーパー。
【請求項２】
　前記第１基材および前記第２基材の材料が、同一の前記ベースフィルム材料および前記
シーラントフィルム材料であることを特徴とする請求項１に記載のツイストボール型電子
ペーパー。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ツイストボールを表示媒体とするツイストボール型電子ペーパーに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子ペーパーと呼ばれる情報媒体が注目を浴びつつある。この情報媒体は低消費
電力性、曲げ可能なフレキシブル性、薄く軽いなどの優れた特性を有し、しかも書き換え
可能という際立った特長を有し、実用化段階に入りつつある。具体的には電車の車内広告
や、時計や電子ブックなどの表示部に製品化され始めている。
　この情報媒体の構成にはいくつか種類があり、その中に、例えば２色相球状粒子（ツイ
ストボール）を用いた構成がある（例えば、特許文献１～特許文献２）。
【０００３】
　上述したツイストボールを用いた電子ペーパーのなかでも、ポスター、電車の車内広告
等の限定された画像、パターンを表示する用途（以下、セグメント用途と称する場合があ
る。）に用いられる電子ペーパーとしては、従来から次のような構成が提案されている。
図８はこのような電子ペーパーの一例を示す概略断面図である。図８に示すように、電子
ペーパー１００は、第１基材１０１ａおよび第１基材１０１ａ上に形成された共通電極１
０１ｂを有する共通電極側基材１０１と、共通電極側基材１０１の共通電極１０１ｂ側と
は反対側の第１基材１０１ａ上に配置され、ツイストボール１０３および低極性溶媒を含
むツイストボール層１０２と、上記ツイストボール層１０２上に配置され、第２基材１１
１ａおよび第２基材上にパターン状に形成された表示電極１１１ｂとを有する表示電極側
基材１１１を有するものである。また、表示電極側基材１１１は表示電極１１１ｂがツイ
ストボール層１０２側と対向するように配置され、電子ペーパー１００の端部はシール剤
１０５によって封止されている。
【０００４】
　図８に示すような電子ペーパー１００においては、表示電極１１１ｂから配線３００を
取り出す際に、表示電極１１１ｂの形成位置に合わせて第２基材１１１ａに貫通孔を設け
て配線３００の取り出しを行う必要があり、表示電極１１１ｂのパターンが精細になるに
つれて、表示電極１１１ｂと第２基材１１１ａの貫通孔との位置合わせを行うのが困難で
あるといった問題があった。また、低極性溶媒を液漏れなく封入するため貫通孔を完全に
塞ぐ工程が必要であり、工程が煩雑となっている。さらに、表示電極１１１ｂおよびツイ
ストボール層１０２が直接接触することから、表示電極材料がツイストボール層１０２の
低極性溶媒中に溶出することにより、電子ペーパーの画像表示が劣化する可能性があると
いった問題があった。
【０００５】
　そこで、図９および図１０に示される構成の電子ペーパーが提案されている。
　図９に示す電子ペーパー１００は、固定基板２００上に表示電極１１１ｂを形成し、こ
れを第２基材１１１ａ上にシール剤１０５や粘着剤１０６等を介して配置する構成として
いる。
　また、図１０に示した電子ペーパー１００は、低極性溶媒とツイストボール１０３とか
ら成るツイストボール層１０２をフィルム状の第１基材１０１aとフィルム状の第２基材
１１１aで密閉し、固定基板２００上に形成された表示電極１１１ｂが接着剤１０６を介
して配置される構成としている。なお、図９および図１０において説明しない符号につい
ては図８と同様とすることができるので、ここでの記載は省略する。
　上記構成によって、低極性溶媒とツイストボール１０３とから成るツイストボール層１
０２は第１基材１０１aと第２基材１１１aとによって完全に封止されているため、図８で
示したような表示電極１１１ｂと配線３００との接続に用いる貫通孔を完全に塞ぐ工程を
必要としない。また、上記構成によって、ツイストボール層１０２および表示電極１１１
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ｂが直接接触することがなくなるため、ツイストボール層１０２の低極性溶媒中に表示電
極材料が溶出するのを防止することが可能となる。
【０００６】
　しかしながら、図９および図１０に示した電子ペーパーにおいては、図８に示した電子
ペーパー１００と同様に、表示電極１１１ｂから配線３００を取り出す際に、表示電極１
１１ｂの形成位置に合わせて固定基板２００に貫通孔を設けて配線３００の取り出しを行
う必要があり、表示電極１１１ｂのパターンが精細になるにつれて、表示電極１１１ｂと
固体基板２００の貫通孔との位置合わせを行うのが困難であるといった問題があった。さ
らに第２基材１１１aが可撓性を有するフィルム基材である場合に、固定基板２００上に
形成した表示電極１１１ｂと第２基材１１１aが粘着剤１０６を介して配置された際、表
示電極１１１ｂの凹凸による固定基板２００と第２基材１１１aとの貼り合わせの歩留ま
りの低下や電子ペーパーの画像表示が劣化する可能性があるといった問題があった。
【０００７】
　また、上述した電子ペーパーは製造コストが高いため、再利用が望まれている。
【０００８】
　一方、図示しないが、パッシブ駆動型の電子ペーパーにおいても、固定基板上にストラ
イプ状に形成された対向電極と、第１基材および第１基材上に形成された透明電極を有す
る透明電極側基材、上記透明電極側基材の透明電極側とは反対側の第１基材上に配置され
、ツイストボールおよび低極性溶媒を含むツイストボール層、および上記ツイストボール
層上に配置された第２基材とを有する表示部材とを有し、対向電極と第２基材とが粘着剤
等を介して配置される構成が提案されているが、この構成においても、対向電極の凹凸に
よる固定基板および第２基材との貼り合わせの歩留まりの低下や、電子ペーパーの画像表
示が劣化する可能性があるといった問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－４７６１４号公報
【特許文献２】特開２００７－２０６３６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、良好な画像表示を行うことができ、配線の取り出しが容易なツイストボール
型電子ペーパーを提供することを主目的とする。また、本発明は、再利用可能なツイスト
ボール型電子ペーパーを提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記目的を達成するために、透明性を有するフィルムからなる第１基材、お
よび上記第１基材の一方の表面に形成された透明電極を有する透明電極側基材と、絶縁性
を有するフィルムからなる第２基材、および上記第２基材の一方の表面に形成された対向
電極を有する対向電極側基材と、ツイストボールおよび低極性溶媒を含む低極性溶媒層か
らなるツイストボール層とを有し、上記ツイストボール層は、上記第１基材および上記第
２基材により密封され、上記対向電極側基材は、上記対向電極が上記ツイストボール層と
は反対側となるように配置されていることを特徴とするツイストボール型電子ペーパーを
提供する。
【００１２】
　本発明によれば、上記対向電極が上記ツイストボール層と直接接触しないため、対向電
極の材料が低極性溶媒に溶出することによる画像表示の劣化を防止することができる。ま
た、対向電極の凹凸による貼り合せ時の歩留まりの低下やツイストボール型電子ペーパー
の画像表示の劣化を防止することができる。
　さらに、本発明のツイストボール型電子ペーパーがセグメント用途に用いられる電子ペ
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ーパー（以下、セグメント用電子ペーパーと称する場合がある。）である場合は、上記対
向電極側基材が、上記対向電極が上記ツイストボール層とは反対側となるように配置され
ていることにより、配線の取り出しを容易に行うことができる。
【００１３】
　また、本発明においては、上記第１基材および上記第２基材がラミネート加工可能な材
料からなり、上記第１基材および上記第２基材をラミネート加工することによって上記ツ
イストボール層が密封されていることが好ましい。上記第１基材および第２基材をラミネ
ート加工することによって上記ツイストボール層が密封されていることにより、例えばシ
ール剤等を用いる場合に比べて、本発明のツイストボール型電子ペーパーの表示領域を広
範囲なものとすることが可能となる。また、シール剤をツイストボール層の外周に配置し
ないツイストボール層の密封方法であるため、複数の表示パネルを並べてタイリングする
場合に、パネル間の繋ぎ目による表示への影響を軽減することが可能である。ラミネート
加工によるフィルム両基材の熱融着部分はフィルムの可塑性を利用して表示面の側面ある
いは裏面に配置することが可能だからである。
【００１４】
　また本発明は、透明性を有するフィルムからなる第１基材および上記第１基材の一方の
表面に形成された透明電極を有する透明電極側基材、絶縁性を有するフィルム状の保持基
材、および、ツイストボールおよび低極性溶媒を含む低極性溶媒層からなるツイストボー
ル層を有し、上記第１基材および上記保持基材により上記ツイストボール層が密封されて
なるツイストボール部材と、絶縁性を有するフィルムからなる第２基材、および上記第２
基材の一方の表面に形成された対向電極を有する対向電極側基材と、を有し、上記対向電
極側基材は、上記ツイストボール部材の保持基材の外側に、上記対向電極が上記ツイスト
ボール部材とは反対側となるように配置されていることを特徴とするツイストボール型電
子ペーパーを提供する。
【００１５】
　本発明によれば、上記対向電極がツイストボール層と直接接触しないため、対向電極材
料が低極性溶媒に溶出することによる画像表示の劣化を抑制することができる。また、対
向電極の凹凸による張り合わせ時の歩留まりの低下や電子ペーパーの画像表示の劣化を防
止することができる。
　また、本発明のツイストボール型電子ペーパーがセグメント用電子ペーパーである場合
には、上記対向電極側基材は、上記ツイストボール部材の保持基材の外側に、上記対向電
極が上記ツイストボール部材とは反対側となるように配置されていることにより、配線の
取り出しを容易に行うことができる。
　さらに、本発明によれば、上記対向電極側基材が上記ツイストボール部材の保持基材の
外側に配置されていることから、上記ツイストボール部材に配置されている対向電極側基
材を取り換えるのみで、ツイストボール型電子ペーパーを容易に再利用することが可能と
なる。
【００１６】
　本発明においては、上記対向電極側基材が、再剥離可能な接着剤を介して上記保持基材
の上記ツイストボール部材とは反対側の表面上に配置されていることが好ましい。再剥離
可能な接着剤を用いることにより、容易に上記対向電極側基材を取り換えることが可能と
なるからである。
【００１７】
　また、本発明においては、上記第１基材および上記保持基材がラミネート加工可能な材
料からなり、上記第１基材および上記保持基材をラミネート加工することによって上記ツ
イストボール層が密封されていることが好ましい。上記第１基材および上記保持基材をラ
ミネート加工することによって上記ツイストボール層が密封されていることにより、例え
ばシール剤等を用いて上記ツイストボール層の封止を行う場合に比べて、本発明のツイス
トボール型電子ペーパーの表示領域を広範囲なものとすることが可能となる。また、シー
ル剤をツイストボール層の外周に配置しないツイストボール層の密封方法であるため、複
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数の表示パネルを並べてタイリングする場合に、パネル間の繋ぎ目による表示への影響を
軽減することが可能である。ラミネート加工によるフィルム両基材の熱融着部分はフィル
ムの可塑性を利用して表示面の側面あるいは裏面に配置することが可能だからである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のツイストボール型電子ペーパーは、上記のような構成を有することにより、ツ
イストボール層と対向電極とが直接接触しないため、ツイストボール層の低極性溶媒中に
対向電極材料が溶出することによる画像表示の劣化を防止することが可能となる。また、
対向電極の凹凸による張り合わせ時の歩留まりの低下や電子ペーパーの画像表示の劣化を
防止することができる。
　また、本発明のツイストボール型電子ペーパーがセグメント用電子ペーパーである場合
には、上記対向電極側基材が、上記対向電極が上記ツイストボール層とは反対側となるよ
うに配置されていることから、対向電極の配線の取り出しを容易に行うことが可能となる
。
　さらに、本発明のツイストボール型電子ペーパーは、上記対向電極側基材が上記ツイス
トボール部材の保持基材の外側に配置されているという構成を有することから、上記対向
電極側基材を取り換えるのみで、容易に再利用を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のツイストボール型電子ペーパーの一例を示す模式図である。
【図２】本発明ツイストボール型電子ペーパーの他の一例を示す概略断面図である。
【図３】本発明ツイストボール型電子ペーパーの他の一例を示す模式図である。
【図４】ツイストボール型電子ペーパーの一例を示す概略断面図である。
【図５】本発明のツイストボール型電子ペーパーの他の一例を示す概略断面図である。
【図６】本発明のツイストボール型電子ペーパーの他の一例を示す概略断面図である。
【図７】本発明のツイストボール型電子ペーパーの他の一例を示す概略断面図である。
【図８】ツイストボール型電子ペーパーの一例を示す概略断面図である。
【図９】ツイストボール型電子ペーパーの他の一例を示す概略断面図である。
【図１０】ツイストボール型電子ペーパーの他の一例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明のツイストボール型電子ペーパー（以下、単に電子ペーパーと称する場合
がある。）について説明する。
　本発明の電子ペーパーは、対向電極の配置の位置により２つの態様に大別される。以下
、各態様の電子ペーパーについてそれぞれ説明する。
【００２１】
　１．第１態様の電子ペーパー
　本態様の電子ペーパーは、透明性を有するフィルムからなる第１基材、および上記第１
基材の一方の表面に形成された透明電極を有する透明電極側基材と、絶縁性を有するフィ
ルムからなる第２基材、および上記第２基材の一方の表面に形成された対向電極を有する
対向電極側基材と、ツイストボールおよび低極性溶媒を含む低極性溶媒層からなるツイス
トボール層とを有し、上記ツイストボール層は、上記第１基材および上記第２基材により
密封され、上記対向電極側基材は、上記対向電極が上記ツイストボール層とは反対側とな
るように配置されていることを特徴とするものである。
【００２２】
　本態様の電子ペーパーについて図を用いて説明する。図１（ａ）は本態様の電子ペーパ
ーの一例を示す模式図であり、図１（ｂ）は図１（ａ）のＡ－Ａ断面の概略断面図である
。ここで、図１においては、本態様の電子ペーパーがセグメント用電子ペーパーである場
合を示している。図１（ｂ）に示すように、本態様の電子ペーパー１０は、透明性を有す
るフィルムからなる第１基材１１、および第１基材の一方の表面に形成された透明電極１
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２を有する透明電極側基材１と、絶縁性を有するフィルムからなる第２基材２１、および
第２基材２１の一方の表面に形成された対向電極２２を有する対向電極側基材２と、ツイ
ストボール３ａおよび低極性溶媒を含む低極性溶媒層３ｂからなるツイストボール層３と
を有し、ツイストボール層３は、第１基材１１および第２基材２１により密封され、対向
電極側基材２は、対向電極２２がツイストボール層３とは反対側となるように配置されて
いるものである。なお、図１に示すように、電子ペーパー１０がセグメント用電子ペーパ
ーである場合は、対向電極２２および対向電極側基材２は、表示電極および表示電極側基
材として用いられるものである。また、透明電極１２および透明電極側基材１は、共通電
極および共通電極側基材として用いられるものである。
　また、図１においては、第１基材１１および第２基材２１をラミネート加工することに
より、上記ツイストボール層３が密封されている例について示しているが、図２に示すよ
うに、第１基材１１および第２基材２１の間にシール剤４を配置させることにより、上記
ツイストボール層３が密封されていてもよい。なお、図２において説明しない符号につい
ては図１と同様とすることができるのでここでの記載は省略する。
【００２３】
　また、図３は、本態様の電子ペーパーの他の例を示す模式図である。図３においては、
本態様の電子ペーパーがパッシブ駆動型の電子ペーパーである場合を示している。図３に
示すように、本態様の電子ペーパー１０が、パッシブ駆動型の電子ペーパーである場合は
、透明電極１２および対向電極２２が互いに交差するようにストライプ状にそれぞれの基
材上に形成される。なお、図３に示すように、電子ペーパー１０がパッシブ駆動型の電子
ペーパーである場合は、上記ストライプ状に形成された透明電極１２および対向電極２２
は、いずれか一方が走査（行）電極、他方が信号（列）電極として用いられるものである
。
　なお、図３において説明しない符号については、図１と同様とすることができるので、
ここでの記載は省略する。
【００２４】
　ここで、ツイストボールを用いた電子ペーパーを用いて画像表示を行う方法について、
一例を挙げて説明する。図４は電子ペーパーの一例を示す概略断面図である。図４におい
て、ツイストボール３ａは、黒色相部分に正電荷が帯電し、白色相部分に負電荷が帯電す
ることによって永久双極子が形成されているものとする。また、上記第１基材１１は絶縁
性を有するものとする。図４に示すように、透明電極１２と対向電極２２と間に所定の電
界Ｅを印加させることにより、透明電極１２および対向電極２２で挟まれたツイストボー
ル３ａが電界下に置かれることになる。上述したように、ツイストボール３ａは黒色相が
正電荷に帯電し、白色相が負電荷に帯電しているものであることから、上記印加状態にお
いては、個々のツイストボール３ａ（図４（ａ））は、ツイストボール３ａの黒色相が第
２基材２１側を向き、ツイストボール３ａの白色相が第１基材１１側を向くようになる（
図４（ｂ））。
　また、図示しないが、透明電極１２と対向電極２２間に上述した電界と逆方向の電界を
印加すると、ツイストボールの黒色相は第１基材側を向き、ツイストボールの白色相は第
２基材側を向くようになる。
　このようにツイストボールを用いた電子ペーパーにおいては、ツイストボールの向きを
制御することによって画像表示を行うことが可能となる。
　なお、図４においては、第１基材１１および第２基材２１をラミネート加工することに
より、ツイストボール層３が密封されていることを簡略化して示している。また、図４に
おいて説明しない符号については図１と同様とすることができるため、ここでの記載は省
略する。
【００２５】
　上述したように、ツイストボールは電荷を有するものであるため、例えば図８に示すよ
うに、電子ペーパーをツイストボール層１０２と表示電極１１１ｂとが直接接触している
構成とした場合、ツイストボール層１０２の低極性溶媒中に溶出した導電性を有する表示
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電極材料がツイストボール１０３に影響を与えることが考えられ、電子ペーパーの表示品
質が低下する可能性があるといった問題があった。また、表示電極１１１ｂから配線３０
０を取り出す際に、表示電極１１１ｂの形成位置に合わせて第２基材１１１ａに貫通孔を
設けて配線３００の取り出しを行う必要があり、表示電極１１１ｂのパターンが精細にな
るにつれて、表示電極１１１ｂと第２基材１１１ａの貫通孔との位置合わせを行うのが困
難であるといった問題があった。さらに、低極性溶媒を液漏れなく封入するため貫通孔を
完全に塞ぐ工程が必要であり、工程が煩雑となっている。
　なお、図８はセグメント用電子ペーパーの一例を示しているが、図示はしないがパッシ
ブ駆動型の電子ペーパーにおいても、対向電極とツイストボール層とが直接接触している
構成とした場合は、電子ペーパーの表示品質が劣化する可能性があるといった問題があっ
た。
【００２６】
　一方、本態様によれば、上記対向電極が上記ツイストボール層に直接接触しないため、
上記ツイストボール層に含まれる低極性溶媒中に上記対向電極材料が溶出しないことから
、電子ペーパーの画像表示の劣化を抑制することが可能となる。
【００２７】
　また、ツイストボール層と表示電極とが直接接しない構成としては、図９および図１０
に示すように、固定基板２００に表示電極１１１ｂを形成し、これを第２基材１１１ａ上
に配置する構成も考えられたが、この場合も図８と同様に、表示電極１１１ｂから配線３
００を取り出すために、固定基板２００と表示電極１１１ｂとの位置合わせを行い、固定
基板２００に貫通孔を設ける必要があったため、電子ペーパーの製造工程が煩雑になると
いった問題があった。さらに第２基材１１１aが可塑性を有するフィルム基材である場合
に、固定基板２００上に形成した表示電極１１１ｂと第２基材１１１aが粘着剤１０６を
介して配置された際、表示電極１１１ｂの凹凸による固定基板２００と第２基材１１１a
との貼り合わせの歩留まりの低下や電子ペーパーの画像表示が劣化する可能性があるとい
った問題があった。
　なお、図９および図１０はセグメント用電子ペーパーの一例を示しているが、図示はし
ないが、パッシブ駆動型の電子ペーパーにおいても、対向電極の凹凸による電子ペーパー
の製造時の歩留まりの低下や、電子パーパーの画像表示の劣化については問題とされてい
る。
【００２８】
　一方、本態様によれば、上記対向電極が上記ツイストボール層とは反対側となるように
配置されていることにより、対向電極の凹凸による張り合わせ時の歩留まりの低下や電子
ペーパーの画像表示の劣化を防止することができる。
　さらに、本態様の電子ペーパーがセグメント用電子ペーパーである場合、上記対向電極
が上記ツイストボール層とは反対側となるように配置されていることにより、対向電極の
配線を容易に取り出すことが可能である。
　以下、本態様の電子ペーパーの各構成について説明する。
【００２９】
　（１）対向電極側基材
　本態様に用いられる対向電極側基材は、絶縁性を有するフィルムからなる第２基材、お
よび上記第２基材の一方の表面に形成された対向電極を有するものである。このような対
向電極側基材は、上記対向電極が後述するツイストボール層とは反対側になるように配置
されて用いられる。
【００３０】
　なお、本態様においては、本態様の電子ペーパーがセグメント用電子ペーパーである場
合は、上記対向電極側基材を表示電極側基材として用いるものとする。
【００３１】
　以下、このような対向電極側基材に用いられる対向電極、および第２基材についてそれ
ぞれ説明する。
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【００３２】
　（ａ）対向電極
　本態様に用いられる対向電極は、後述する第２基材上に形成されるものである。
【００３３】
　ここで、本態様の電子ペーパーがセグメント用電子ペーパーである場合は、上記対向電
極を表示電極として用いるものとする。また、本態様の電子ペーパーがパッシブ駆動型の
電子ペーパーである場合は、上記対向電極および後述する透明電極のいずれか一方を走査
（行）電極、他方を信号（列）電極として用いるものとする。
【００３４】
　上記対向電極としては、導電性を有する材料からなり、対向電極に電圧を印加すること
により、後述するツイストボール層を用いて画像表示を行うことができるものであれば特
に限定されるものではない。このような対向電極としては、例えば、上記第２基材上に対
向電極が直接形成されていてもよいし、また例えば、上記第２基材および対向電極の間に
接着剤層等を介して形成されていてもよいし、また例えば、上記対向電極を第２基材とは
別のフィルム上に形成し、上記対向電極が形成されたフィルムを上記第２基材上に配置す
ることによって形成されていてもよい。本態様においては、工程の簡略化のため、上記第
２基材上に対向電極が直接形成されているものであることがより好ましい。
【００３５】
　また、本態様に用いられる対向電極の形状としては、本態様の電子ペーパーがセグメン
ト用電子ペーパーである場合は、表示される図柄に合わせた形状を有しているのであれば
特に限定されるものではない。具体的な図柄としては、例えば文字や絵柄等を挙げること
ができる。
【００３６】
　また、本態様の電子ペーパーがパッシブ駆動型の電子ペーパーである場合は、通常、上
記対向電極は、図３に示すように、後述する透明電極が有するパターンに対応したパター
ンを有する。このような対向電極のパターンとしては、一般的なパッシブ駆動型の表示装
置に用いられる対向電極が有するパターンと同様とすることができるので、ここでの記載
は省略する。
【００３７】
　このような対向電極に用いられる材料としては、導電性を有する材料であれば特に限定
されるものではないが、例えばＡｕ、Ａｌ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｕ等の金属、ＩＴＯ、ＳｎＯ

２、ＺｎＯ：Ａｌ等の透明導電体、導電剤を溶媒あるいは合成樹脂バインダに混合したも
の等を挙げることができる。上記導電剤としてはポリメチルベンジルトリメチルクロライ
ド、ポリアリルポリメチルアンモニウムクロライド等のカチオン性高分子電解質、ポリス
チレンスルホン酸塩、ポリアクリル酸塩等のアニオン性高分子電解質や電子伝導性の酸化
亜鉛、酸化スズ、酸化インジウム、カーボン微粉末、Ａｇ微粉末等が用いられる。
　本態様においては、上記対向電極に用いられる材料としては、なかでも、導電性とフィ
ルム基材上に形成することを考慮して基材の伸縮に耐えうる柔軟性のある導電性材料、特
にＡｕ、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｇ等の金属、カーボンやＡｇ微粉末等を合成樹脂バインダに混合
した導電性ペースト等が好ましい。
【００３８】
　また、上記対向電極の形成方法としては、後述する第２基材上に対向電極を直接形成す
る場合は、上述した金属、および透明導電体等を金属マスク等を用いてスパッタリング法
、真空蒸着法、ＣＶＤ法、塗布法等で第２基材上に薄膜をパターン状に形成する方法、上
記導電剤を溶媒あるいは合成樹脂バインダに混合して第２基材上にパターン状に塗布する
方法等を挙げることができる。
　一方、後述する第２基材上に接着剤等を介して対向電極を形成する場合は、上記金属か
らなる金属箔を所定の形状に切り取り、これを第２基材上に接着剤等によって貼りつける
方法等が挙げられる。
　また、上記対向電極を第２基材とは別のフィルムを介して上記第２基材上に配置する場
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合は、上記フィルムに対向電極をパターン状に形成し、これを接着剤等を介して第２基材
上に配置する方法、上述した金属および透明導電体等が全面に蒸着されたフィルムを所定
の形状に切り取り、これを第２基材上に接着剤等によって貼りつける方法が挙げられる。
なお、上記対向電極が形成されるフィルムとしては、第２基材と同様の材料からなるもの
とすることができる。また、上記接着剤等については、一般的な電極部材において樹脂基
材上に電極を貼りつける際に用いられるものと同様とすることができるので、ここでの記
載は省略する。
【００３９】
　上記対向電極の膜厚としては、後述する第２基材のツイストボール層側とは反対側表面
に均一な膜厚で形成することができ、本態様の電子ペーパーにより画像表示を行うことが
できる程度の膜厚を有しているのであれば特に限定されるものではないが、具体的には、
５０ｎｍ～５００μｍの範囲内、なかでも１００ｎｍ～１００μｍの範囲内、特に３００
ｎｍ～５０μｍの範囲内であることが好ましい。上記対向電極の膜厚が上記範囲に満たな
い場合は、均一な膜厚の対向電極を形成することが困難になるからであり、上記範囲を超
える場合は、対向電極を形成するのに時間がかかり、また、対向電極の材料も多く必要と
なるため、製造コストが高くなるからである。
【００４０】
　（ｂ）第２基材
　本態様に用いられる第２基材は、絶縁性を有するフィルムからなり、第２基材の一方の
表面上に上記対向電極が形成されているものである。また、後述する透明電極側基材に用
いられる第１基材とともに、後述するツイストボール層を密封するものである。
【００４１】
　本態様に用いられる第２基材は、上記第２基材上に対向電極を形成することができる程
度の自己支持性を有するものであれば特に限定されるものではない。また、上記第２基材
としては透明性を有していてもよいし、透明性を有していなくてもよいが、透明性を有し
ていないものがより好ましい。本態様の電子ペーパーは、透明電極側から画像表示が観察
されるものである。よって本態様において、透明電極側から電子ペーパーを観察した場合
、第２基材は、画像表示を行うツイストボール層の下層側に配置されるものであることか
ら、第２基材が透明性を有する場合は、光漏れ等の問題が発生することが考えられるから
である。
　また、本態様においては、必要に応じて第２基材を、画像表示に用いられるツイストボ
ールの一方の色と同色に着色してもよい。
【００４２】
　このような第２基材の材料としては、一般的なプラスチック材料であれば特に限定され
ないが、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリビニルア
ルコール、ポリイミド、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ
カーボネート、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケトン
、ポリフェニレンスルフィド、液晶ポリマー、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、フェノー
ル樹脂等を挙げることができる。
【００４３】
　また、本態様においては、後述する第１基材および第２基材をラミネート加工すること
によって後述するツイストボール層を密封することが好ましい。ラミネート加工を用いる
場合は、ラミネート加工可能なベースフィルム材料と後述するシーラントフィルム材料が
積層された基材を第２基材として用いることがより好ましい。
　上述した第２基材の材料のうち、ラミネート加工可能なベースフィルム材料としては、
ラミネート加工時の加熱圧着による耐熱性の観点からポリイミド、ポリエチレンナフタレ
ート、ポリエチレンテレフタラート、ポリカーボネート、ポリエーテルイミド、ポリエー
テルエーテルケトン、ポリエーテルケトン、ポリフェニレンスルフィド、液晶ポリマー、
エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。
　また、シーラントフィルム材料としては無延伸ポリプロピレンフィルム、二軸延伸ポリ
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プロピレンフィルム等が挙げられる。また、ポリウレタン、ポリアクリル、エポキシ樹脂
、シリコーン等の熱シール性のある材料からなる塗膜等を用いることも可能である。
　ここで、ラミネート加工時には、当然のことながら、第１基材および第２基材は積層し
たベースフィルム材料とシーラントフィルム材料とのうち、シーラントフィルム材料側が
対向するように配置されて接着される。
　また、ラミネート加工可能なベースフィルム材料とシーラントフィルム材料が積層され
た上記第２基材および後述する第１基材を用いてラミネート加工する場合、上記第２基材
および後述する第１基材の材料が同一のベースフィルム材料及びシーラントフィルム材料
であることがさらに好ましい。上記第２基材および後述する第１基材の材料が同一のベー
スフィルム材料及びシーラントフィルム材料であることにより、ラミネート加工を行う際
の第２基材および第１基材の密着性を向上させることが可能となるからである。
【００４４】
　また、上記第２基材の膜厚としては、上記対向電極を形成することができる程度の膜厚
であれば、特に限定されるものではないが、１０μｍ～３００μｍの範囲内、なかでも１
５μｍ～１００μｍの範囲内、特に２５μｍ～５０μｍの範囲内であることが好ましい。
上記第２基材の膜厚が上記範囲に満たない場合は、上記対向電極を第２基材上に形成する
ことが困難であるからであり、上記第２基材の膜厚が上記範囲を超える場合は、本態様の
電子ペーパーを用いて表示を行った際に、第２基材が厚いことにより、ツイストボールを
用いて画像表示を行うことができない可能性があるからである。また、第２基材が厚いこ
とから、本態様の電子ペーパーのフレキシブル性が低下する可能性があるからである。
【００４５】
　（２）透明電極側基材
　本態様に用いられる透明電極側基材は、透明性を有するフィルムからなる第１基材、お
よび上記第１基材の一方の表面に形成された透明電極を有するものである。
　なお、本態様においては、本態様の電子ペーパーがセグメント用電子ペーパーである場
合は、透明電極側基材を共通電極側基材として用いるものとする。
【００４６】
　以下、上記透明電極側基材に用いられる上記第１基材および透明電極について説明する
。
【００４７】
　（ａ）第１基材
　本態様に用いられる第１基材は、透明性を有するフィルムからなり、第１基材の一方の
表面に後述する透明電極が形成されているものである。また、上述した対向電極側基材に
用いられる第２基材とともに、後述するツイストボール層を密封するものである。
【００４８】
　本態様に用いられる第１基材としては、透明性を有するフィルムであり、第１基材の表
面上に後述する透明電極を形成することができるものであれば特に限定されるものではな
く、絶縁性を有していてもよいし、絶縁性を有していなくてもよいが、絶縁性を有してい
るものが好ましい。
　上記第１基材が絶縁性を有していることにより、本態様の電子ペーパーにおいては、ツ
イストボール層中のツイストボールによる画像表示を好適に行うことが可能である。
【００４９】
　また、上記第１基材の材料としては、透明性を有するプラスチック材料であれば特に限
定されるものではないが、具体的には、上述した第２基材の材料と同様の材料を用いるこ
とができるため、ここでの記載は省略する。
【００５０】
　本態様においては、第１基材および第２基材をラミネート加工することによってツイス
トボール層を密封することが好ましいことから、第１基材の材料としては、ラミネート加
工可能な材料を用いることがより好ましい。ラミネート加工可能な材料としても、上述し
た第２基材に用いられるラミネート加工可能な材料と同様とすることができるため、ここ
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での記載は省略する。
【００５１】
　このような第１基材の膜厚としては、後述する透明電極を形成することができる程度の
自己支持性を有するものであれば特に限定されるものではない。このような第１基材の膜
厚としては、１０μｍ～３００μｍの範囲内、なかでも１５μｍ～１００μｍの範囲内、
特に２５μｍ～５０μｍの範囲内であることが好ましい。上記第１基材の膜厚が上記範囲
に満たない場合は、後述する透明電極を第１基材表面上に形成することが困難になるから
であり、上記第１基材の膜厚が上記範囲を超える場合は、第１基材が厚いため、画像表示
を行うことができず、本態様の電子ペーパーのフレキシブル性が低下する可能性があるか
らである。
【００５２】
　（ｂ）透明電極
　本態様に用いられる透明電極は、上記第１基材上に形成されるものである。ここで、本
態様の電子ペーパーがセグメント用電子ペーパーである場合、上記透明電極は共通電極と
して用いられるものとする。また、本態様の電子ペーパーがパッシブ駆動型の電子ペーパ
ーである場合は、上述した対向電極および透明電極のいずれか一方を走査（行）電極、他
方を信号（列）電極として用いるものとする。
【００５３】
　このような透明電極としては、上記第１基材上に形成されているのであれば特に限定さ
れず、例えば上記第１基材上に透明電極が直接形成されていてもよいし、また例えば上記
透明電極を透明性を有するフィルム上に形成し、上記透明電極が形成された透明性を有す
るフィルムを上記第１基材上に配置することによって形成されていてもよい。
【００５４】
　このような透明電極の材料としては、ＩＴＯ、ＳｎＯ２、ＺｎＯ：Ａｌ等の透明導電体
を挙げることができる。
【００５５】
　また、上記透明電極は、上記透明電極が共通電極である場合は、通常、上述した第１基
材全面に形成されるものである。
　一方、上記透明電極が、パッシブ駆動型の電子ペーパーに用いられる電極である場合は
、上述した対向電極が有するパターンに対応したパターンを有するように形成されるもの
である。このような透明電極のパターンとしては、一般的なパッシブ駆動型の表示装置に
用いられる透明電極が有するパターンと同様とすることができるので、ここでの記載は省
略する。
【００５６】
　また、上記透明電極の形成方法は、所望する膜厚で第１基材上に透明電極を形成するこ
とができるのであれば特に限定されるものではない。
　このような透明電極の形成方法としては、上記透明電極を上記第１基材上に直接形成す
る場合は、上述した透明導電体を用いてスパッタリング法、真空蒸着法、ＣＶＤ法、塗布
法等により上記第１基材上に薄膜を形成する方法を挙げることができる。
　また、上記透明電極を透明性を有するフィルム上に形成し、上記透明電極が形成された
透明性を有するフィルムを上記第１基材上に配置する場合は、上記透明電極を上記第１基
材上に直接形成する場合と同様の方法で、透明性を有するフィルム上に透明電極を形成し
、これを接着剤等を用いて第１基材上に貼りつける方法、上記透明電極が形成された透明
性を有するフィルムおよび上記第１基材をラミネート加工する方法等が挙げられる。なお
、上記透明性を有するフィルムとしては、具体的には、上述した第１基材と同様の材料か
らなるものを用いることができる。また、透明性を有する接着剤等についても、一般的な
樹脂基材どうしを貼り合わせる際に用いられるものと同様とすることができるのでここで
の記載は省略する。
【００５７】
　本態様に用いられる透明電極の膜厚としては、上記第１基材表面上に形成することがで
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きるのであれば特に限定されるものではない。このような透明電極の膜厚としては、５０
ｎｍ～１０μｍの範囲内、なかでも１００ｎｍ～５μｍの範囲内、特に２００ｎｍ～１μ
ｍの範囲内であることが好ましい。上記透明電極の膜厚が上記範囲に満たない場合は、第
１基材表面上に透明電極を均一な膜厚で形成することが困難であるからである。また、上
記透明電極の膜厚が上記範囲を超える場合は、透明電極の製膜に用いられる時間や材料が
多くなるため、製造コストが高くなるからである。
【００５８】
　（ｃ）透明電極側基材
　本態様に用いられる透明電極側基材の配置としては、本態様の電子ペーパーを用いて所
望する表示を行うことができるのであれば特に限定されるものではない。例えば、本態様
の電子ペーパーにおいて、透明電極が後述するツイストボール層側になるように上記透明
電極側基材を配置してもよいし、また例えば、上記透明電極が上記ツイストボール層とは
反対側になるように上記透明電極側基材を配置してもよい。本態様の電子ペーパーにおい
ては、上記透明電極が上記ツイストボール層とは反対側になるように上記透明電極側基材
が配置されていることがより好ましい。このような配置とすることにより、透明電極がツ
イストボール層と直接接触しないため、透明電極の材料がツイストボール層の低極性溶媒
中に溶出しないことから、本態様の電子ペーパーの表示品質の低下を防止することが可能
となる。
　また上記透明電極の材料として、低極性溶媒に溶出しにくい材料が用いられている場合
は、上記透明電極が後述するツイストボール層側になるように上記透明電極側基材を配置
してもよい。
【００５９】
　なお、本態様の電子ペーパーがパッシブ駆動型の電子ペーパーである場合は、上記透明
電極が上記ツイストボール層とは反対側になるように上記透明電極側基材を配置する方が
好ましい。パッシブ駆動型の電子ペーパーにおいては、透明電極はストライプ状等のパタ
ーン状に形成されることから、透明電極がツイストボール層とは反対側となるように配置
した場合は、上記透明電極の凹凸による電子ペーパーの画像表示劣化を防止することがで
き、さらには、上記透明電極側基材に貫通孔を設置することなく容易に配線を繋ぐことが
できるからである。
【００６０】
　（３）ツイストボール層
　本態様に用いられるツイストボール層は、ツイストボールおよび低極性溶媒を含む低極
性溶媒層からなるものであり、上記透明電極側基材に用いられる第１基材および対向電極
側基材に用いられる第２基材により密封されるものである。
【００６１】
　本態様に用いられるツイストボール層は、上記第１基材および第２基材により密封する
ことができるのであれば、その密封方法としては特に限定されるものではなく、例えば、
上記第１基材および第２基材の間に封止のためのシール剤を配置させることにより、上記
ツイストボール層を密封する方法であってもよいし、また例えば、上記透明電極側基材の
第１基材および対向電極側基材の第２基材にラミネート加工可能な材料を用い、上記第１
基材および第２基材をラミネート加工することにより、上記ツイストボール層を密封する
方法であってもよい。本態様においては、ラミネート加工により上記ツイストボール層を
密封する方法であることがより好ましい。
【００６２】
　上記ラミネート加工により上記ツイストボール層を密封する方法は、シール剤を用いる
方法に比べ、電子ペーパーの表示領域を広範囲なものにすることが可能であり、複数の表
示パネルを並べてタイリングする場合に、パネル間の繋ぎ目による表示への影響を軽減す
ることが可能である。これは、ラミネート加工によるフィルム両基材の熱融着部分はフィ
ルムの可塑性を利用して表示面の側面あるいは裏面に配置することが可能だからである。
【００６３】
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　また、上記ツイストボール層をシール剤を用いて密封した場合は、上記透明電極側基材
および対向電極側基材がフレキシブル性を有するものであることから、シール剤の一部が
剥がれる等によりツイストボール層中の低極性溶媒の液漏れが発生する可能性があるとい
った問題がある。
　一方、上記ツイストボール層をラミネート加工により密封した場合は、上記第１基材お
よび第２基材によってラミネートされたツイストボール層の扱いが容易になる。
【００６４】
　上記ツイストボール層をラミネート加工により密封する方法については、一般的なラミ
ネート加工と同様とすることができるのでここでの説明は省略する。
　また、シール剤を用いた密封方法についても、一般的な基材どうしを貼り合わせること
による密封方法と同様とすることができるので、ここでの記載は省略する。
【００６５】
　本態様に用いられるツイストボール層としては、ツイストボールおよび低極性溶媒を含
む低極性溶媒層からなり、上述した第１基材および第２基材により密封することが可能で
あり、本態様の電子ペーパーにおいて、所望の画像表示を行うことができるものであれば
特に限定されるものではない。
　以下、このようなツイストボール層に用いられるツイストボール、および低極性溶媒層
についてそれぞれ説明する。
【００６６】
　（ａ）ツイストボール
　本態様に用いられるツイストボールは、ツイストボール層に含まれるものであり、本態
様の電子ペーパーにおいて表示媒体として働くものである。
【００６７】
　本態様に用いられるツイストボールとしては、球状であり、有色彩相／白色相あるいは
有色彩相／有色彩層の異なる２色相を有し、異なる２色相が互いに異なる双極子を有する
ものであれば特に限定されるものではない。
【００６８】
　このようなツイストボールとしては、特開２００４－１９７０８３号公報で提案されて
いるマイクロチャンネル製造方法で製造されるツイストボールと同様とすることができる
。
【００６９】
　ここで、マイクロチャンネル製造方法は、着色連続相と球状粒子化相とが互いにＯ／Ｗ
型又はＷ／Ｏ型の関係にあるものを用い、着色連続相が移送される第１マイクロチャンネ
ルから、第２マイクロチャンネルに流れる流動媒体の球状粒子化相内に、２色の着色連続
相を順次吐出させることにより、２色相球状ポリマー粒子で、かつ、電荷的に（±）の極
性を有する双極性球状粒子であるツイストボールを製造する製造方法である。
【００７０】
　上記マイクロチャンネル製造方法においては、重合性樹脂成分を含有する油性又は水性
の流動性媒体中に、この媒体に不溶性の着色染顔料を含有する２色に分相させた着色連続
相中の重合性樹脂成分を、互いに異なる正負に帯電する重合性モノマーで形成させて、第
１マイクロチャンネルに移送させ、次いで、この着色連続相を、第２マイクロチャンネル
内を流れる水性又は油性の球状粒子化相中に、連続又は間欠的に順次吐出させる。次いで
、球状粒子化相中に吐出させた吐出物は、マイクロチャンネル内での一連の吐出・分散・
移送中に球状粒子化されながら、球状粒子化相中に順次球状物化されるので、この球状化
粒子中の重合性樹脂成分をＵＶ照射下及び／又は加熱下に重合硬化させることによりツイ
ストボールが適宜調製される。
【００７１】
　上記着色連続相は、２色相に分相されている連続色相であって、例えば、黒色／白色、
赤色／白色、黄色／白色、青色／白色、緑色／白色、紫色／白色等の何れかの「有彩色相
／白色相」から選ばれる何れかの２色の分相色相、あるいは有色彩相／有色彩層の異なる
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２色の分相色相を挙げることができる。このような色相を形成させる着色剤としては、後
述する重合性樹脂成分を含有する流動性分散媒体に不溶性又は均一に分散されるのであれ
ば特に限定することなく、適宜選んで用いられる。上記着色剤としては、染料および顔料
を用いることができる。
【００７２】
　このような染料および顔料としては、特開２００４－１９７０８３号公報に記載された
ものを用いることができるので、ここでの記載は省略する。
【００７３】
　これら着色剤としての染顔料の添加量は、特に限定されるものではなく、また、その着
色粒子の用途等によっても所望される色調が異なり、また、上述する着色連続相中での分
散性等から、本態様においては、着色連続相中の重合硬化成分である全重合性樹脂成分１
００重量部当たり、０．１重量部～８０重量部で、好ましくは２重量部～１０重量部の範
囲で適宜好適に添加することができる。
【００７４】
　上記ツイストボールに用いられる重合性樹脂成分（又は重合性モノマー）としては、ツ
イストボールに用いられる重合性モノマーの官能基又は置換基の種類によって、上記ツイ
ストボールの帯電性が、それぞれ（－）帯電性と（＋）帯電性を示す傾向にあるモノマー
種を挙げることができる。従って、少なくとも２種以上の複数種のモノマーを本態様にお
ける重合性樹脂成分として使用する場合には、その（＋）及び（－）帯電性を示す傾向を
周知のうえで、好ましくは、同種帯電性の傾向にあるモノマー同士を複数組み合わせて適
宜好適に使用することもできる。
【００７５】
　一方、少なくとも１種の官能基及び／又は置換基を分子内に有する重合性樹脂成分（又
は重合性モノマー）において、その官能基又は置換基としては、例えば、カルボニル基，
ビニル基，フェニル基，アミノ基，アミド基，イミド基，ヒドロキシル基，ハロゲン基，
スルホン酸基，エポキシ基及びウレタン結合等を挙げることができる。本態様においては
、このような重合性モノマーにおける官能基又は置換基を有するモノマー種の単独又は２
種以上の複数種を組み合わせて適宜好適に使用することができる。
【００７６】
　（－）帯電性の傾向にある重合性モノマーおよび（＋）帯電性の傾向にある重合性モノ
マーとしては、特開２００４－１９７０８３号公報に記載されたものを用いることができ
るので、ここでの記載は省略する。
【００７７】
　本態様において、既に上述した第２マイクロチャネルに着色連続相として吐出された後
の重合性樹脂成分の重合時におけるこのような重合性モノマーを他の共重合モノマーに組
み合わせて使用する場合には、着色樹脂微粒子に託される所望する帯電性（又は電気泳動
性）にもよるが、重量基準で表して、帯電性の傾向にあるモノマーが、好ましくは全モノ
マー中１％～１００％の範囲で、更に好ましくは５％～１００％で、特に好ましくは１０
％～１００％の範囲にある重合性モノマーとの共重合体粒子であれば適宜好適に使用され
て、所望するツイストボールを提供することができる。
【００７８】
　また、上記ツイストボールは、球状の単分散粒子で、その平均粒子径が体積基準で表し
て１．０μｍ～４００μｍの範囲内で、好ましくは、２０μｍ～２００μｍの範囲内で、
更に好ましくは５０μｍ～１２０μｍの範囲内に適宜調製することができる。また、その
平均粒子径のバラツキが著しく低い均斉な粒子を適宜調製される。本態様においては、そ
の均斉度をＣｖ値で表して、２０％以下、好ましくは、５％以下、更に好ましくは３％以
下の単分散粒子のツイストボールとして適宜好適に用いられる。
【００７９】
　（ｂ）低極性溶媒層
　本態様に用いられる低極性溶媒層は、低極性溶媒を含むものであれば特に限定されるも
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のではない。上記低極性溶媒層としては、通常、低極性溶媒と、上記低極性溶媒を膨潤さ
せる、エラストマー材料からなるエラストマーシートとから構成されるものである。
　以下、上記低極性溶媒層に用いられる低極性溶媒、およびエラストマーシートについて
それぞれ説明する。
【００８０】
　（ｉ）低極性溶媒
　本態様に用いられる低極性溶媒は、上述したツイストボールの回転が円滑となるように
するために用いられるものである。また、通常は後述するエラストマーシートに膨潤させ
て用いられるものである。
【００８１】
　このような低極性溶媒としては、上記ツイストボールの回転を妨げることなく、円滑に
回転させることができるものであれば特に限定されるものではない。このような低極性溶
媒としては、ジメチルシリコーンオイル、イソパラフィン系溶媒、および直鎖パラフィン
系溶媒、ドデカン、トリデカン等の直鎖アルカンを挙げることができる。
【００８２】
　（ｉｉ）エラストマーシート
　本態様に用いられるエラストマーシートは、上記低極性溶媒を膨潤させることができる
エラストマー材料からなるものである。また、上記エラストマーシートは、上記ツイスト
ボールが分散されたシート状部材であり、これに上記低極性溶媒を膨潤させることによっ
て用いられるものである。
【００８３】
　このようなエラストマーシートに用いられる材料としては、上記ツイストボールを分散
可能であり、かつ、上記低極性溶媒を膨潤することが可能であれば特に限定されるもので
はない。
　このようなエラストマーシートの材料としては、シリコーン樹脂、（微架橋した）アク
リル樹脂、（微架橋した）スチレン樹脂、およびポリオレフィン樹脂等を挙げることがで
きる。
【００８４】
　また、上記エラストマーシートの膜厚としては、本態様の電子ペーパーがエラストマー
シート中に分散されたツイストボールによって画像表示を行うことが可能であれば特に限
定されるものではないが、５０μｍ～１０００μｍの範囲内、なかでも１００μｍ～７０
０μｍの範囲内、特に２００μｍ～５００μｍの範囲内であることが好ましい。上記エラ
ストマーシートの膜厚が上記範囲に満たない場合は、上記ツイストボールが均一に分散さ
れたエラストマーシートとすることが困難であるからであり、上記エラストマーシートの
膜厚が上記範囲を超える場合は、ツイストボールの回転を妨げるおそれがあるからである
。
【００８５】
　（ｃ）ツイストボール層
　本態様に用いられるツイストボール層の膜厚としては、本態様の電子ペーパーにおいて
ツイストボールを回転させることにより画像表示を行うことが可能であれば特に限定され
るものではないが、５０μｍ～１０００μｍの範囲内、なかでも１００μｍ～７００μｍ
の範囲内、特に２００μｍ～５００μｍの範囲内であることが好ましい。上記ツイストボ
ール層の膜厚が上記範囲に満たない場合は、上記ツイストボールおよび各基材間の距離が
小さいことから、ツイストボールが所望する方向へ回転するのが困難である可能性がある
からであり、上記ツイストボール層の膜厚が上記範囲を超える場合は、上記透明電極およ
び対向電極間に電界を印加したとしても、上記ツイストボールおよび各基材間の距離が大
きすぎることにより、本態様の電子ペーパーにおいて、ツイストボールを用いて画像表示
を行うことが困難であるからである。
【００８６】
　（４）その他の部材
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　本態様の電子ペーパーは、上述した対向電極側基材、ツイストボール層、および透明電
極側基材を有するものであれば特に限定されるものではなく、必要な部材を適宜追加する
ことが可能である。
【００８７】
　このような部材としては、ツイストボール層を密封するために用いられるシール剤が挙
げられる。このようなシール剤としては、一般的な基材どうしを貼り合わせて密封する際
に用いられるシール剤と同様とすることができるので、ここでの記載は省略する。
【００８８】
　（５）用途
　本態様の電子ペーパーの用途としては、デジタル機器のディスプレイ、電子ブック、デ
ジタル・サイネージ（電子看板）等に用いられる。
【００８９】
　２．第２態様の電子ペーパー
　本態様の電子ペーパーは、透明性を有するフィルムからなる第１基材および上記第１基
材の一方の表面に形成された透明電極を有する透明電極側基材、絶縁性を有するフィルム
状の保持基材、および、ツイストボールおよび低極性溶媒を含む低極性溶媒層からなるツ
イストボール層を有し、上記第１基材および上記保持基材により上記ツイストボール層が
密封されてなるツイストボール部材と、絶縁性を有するフィルムからなる第２基材、およ
び上記第２基材の一方の表面に形成された対向電極を有する対向電極側基材と、を有し、
上記対向電極側基材は、上記ツイストボール部材の保持基材の外側に、上記対向電極が上
記ツイストボール部材とは反対側となるように配置されていることを特徴とするものであ
る。
【００９０】
　本態様の電子ペーパーについて図を用いて説明する。図５は本態様の電子ペーパーの一
例を示す概略断面図である。図５に示すように、本態様の電子ペーパー１０は、透明性を
有するフィルムからなる第１基材１１および第１基材１１の一方の表面に形成された透明
電極１２を有する透明電極側基材１、絶縁性を有するフィルム状の保持基材２０、および
、ツイストボール３ａおよび低極性溶媒を含む低極性溶媒層３ｂからなるツイストボール
層３を有し、第１基材１１および保持基材２０によりツイストボール層３が密封されてな
るツイストボール部材３０と、絶縁性を有するフィルムからなる第２基材２１、および第
２基材２１の一方の表面に形成された対向電極２２を有する対向電極側基材２と、を有し
、対向電極側基材２は、ツイストボール部材３０の保持基材２０の外側に、対向電極２２
がツイストボール部材３０とは反対側となるように配置されていることを特徴とするもの
である。なお、図５においては、第１基材１１と保持基材２０とがラミネート加工される
ことによりツイストボール部材３０が密封されている例について簡略化して示しているが
、図６に示すように、第１基材１１および保持基材２０の間にシール剤４を配置すること
によって、ツイストボール部材３０が密封されていてもよい。なお、図６において説明し
ない符号については図５で説明したものと同様とすることができるため、ここでの記載は
省略する。
【００９１】
　また、図示しないが、本態様の電子ペーパーは、パッシブ駆動型の電子ペーパーである
場合もある。この場合は、対向電極側基材上に形成される対向電極および透明電極側基材
上に形成される透明電極が対応するパターンを有するものとなる。
【００９２】
　本態様においても、「１．第１態様の電子ペーパー」の項で説明したように、対向電極
がツイストボール層と直接接触しない構成であるため、対向電極の材料がツイストボール
層の低極性溶媒中に溶出して、電子ペーパーの画像表示が劣化するのを防ぐことが可能で
ある。また、対向電極の凹凸による貼り合わせ時の歩留まりの低下や電子ペーパーの画像
表示の劣化を防止することができる。
　さらに、本態様の電子ペーパーがセグメント用電子ペーパーである場合は、上記対向電
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極側基材は、上記ツイストボール部材の保持基材の外側に、上記対向電極が上記ツイスト
ボール部材とは反対側となるように配置されていることから、対向電極から容易に配線を
取り出すことが可能である。また、本態様においては、上記対向電極側基材が保持基材上
に配置されている構成を有することから、上記対向電極側基材を取り換えるのみで新たな
画像表示を行うことが可能であり、電子ペーパーの再利用を容易に行うことが可能である
。
【００９３】
　ここで、本態様の電子ペーパーを用いて画像表示を行う方法としては、例えば、「１．
第１態様の電子ペーパー」の項で説明したものと同様に、透明電極と対向電極間に所定の
電界Ｅを印加させ、透明電極および対向電極で挟まれたツイストボールを電界下に置き、
ツイストボール部材が有するツイストボール層中のツイストボールを回転させることによ
って行うことができる。ここで、本態様においては、保持基材を介して第２基材とツイス
トボール層とが配置されているが、この場合も、透明電極と対向電極間に発生させた所定
の電界Ｅによりツイストボールを回転させて所望の画像表示を行うことが可能となる。
【００９４】
　以下、本態様の電子ペーパーに用いられる各構成について説明する。
【００９５】
　（１）ツイストボール部材
　本態様に用いられるツイストボール部材は、透明性を有するフィルムからなる第１基材
および上記第１基材の一方の表面に形成された透明電極を有する透明電極側基材、絶縁性
を有するフィルム状の保持基材、および、ツイストボールおよび低極性溶媒を含む低極性
溶媒層からなるツイストボール層を有するものであり、上記第１基材および保持基材によ
り上記ツイストボール層が密封されてなるものである。
　ここで、上記透明電極側基材については、「１．第１態様の電子ペーパー」の項で記載
したものと同様とすることができるのでここでの記載は省略する。
【００９６】
　（ａ）保持基材
　本態様に用いられる保持基材は、絶縁性を有するフィルム状の部材であり、上記透明電
極側基材に用いられる第１基材とともに上記ツイストボール層を密封し、ツイストボール
部材とするために用いられるものである。また、上記保持基材は、ツイストボール層とは
反対側に上記対向電極側基材が配置されるものである。
【００９７】
　このような保持基材としては、上記透明電極側基材に用いられる第１基材とともに上記
ツイストボール層を密封し、ツイストボール部材とすることができ、かつ、上記保持基材
のツイストボール層とは反対側表面に上記対向電極側基材を配置することができるのであ
れば特に限定されるものではなく、透明性を有していてもよいし、透明性を有していなく
てもよい。
【００９８】
　このような保持基材の材料としては、「１．第１態様の電子ペーパー」の項で記載した
第１基材および第２基材の材料と同様の材料を適宜選択して用いることができる。また、
このような保持基材の材料としては、ラミネート加工可能な材料であることが好ましい。
上記第１基材および保持基材の材料としてラミネート加工可能な材料を用いることにより
、ツイストボール層をラミネート加工によって密封することが可能であるからである。ま
た、上記第１基材および保持基材の材料としてラミネート加工可能な材料が用いられる場
合は、上記第１基材および保持基材の材料が同一の材料であることが好ましい。上記第１
基材および保持基材の材料が同一の材料であることにより、上記第１基材および保持基材
をラミネート加工する際の密着性を高いものとすることができるからである。
【００９９】
　このような保持基材の膜厚としては、上記第１基材とともに上記ツイストボール層を密
封して、ツイストボール部材とすることができ、かつ、上記保持基材のツイストボール層
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とは反対側表面に上記対向電極側基材を配置することができるのであれば特に限定される
ものではないが、具体的には、１０μｍ～３００μｍの範囲内、なかでも１５μｍ～１０
０μｍの範囲内、特に２５μｍ～５０μｍの範囲内であることが好ましい。上記保持基材
の膜厚が上記範囲に満たない場合は、上記保持基材上に上記対向電極側基材を配置するこ
とが困難であるからであり、上記保持基材の膜厚が上記範囲を超える場合は、本態様の電
子ペーパーにおいて良好な画像表示を行うことが困難になるからである。
【０１００】
　（ｂ）ツイストボール層
　本態様に用いられるツイストボール層は、ツイストボールおよび低極性溶媒を含み、上
記透明電極側基材の第１基材および保持基材により密封されているものである。
【０１０１】
　上記ツイストボール層としては、ツイストボールおよび低極性溶媒を含む低極性溶媒層
からなり、上記第１基材および保持基材により密封することができるものであれば、その
密封方法としては特に限定されるものではなく、例えば、上記透明電極側基材に用いられ
る第１基材および保持基材の間に封止のためのシール剤を配置させることにより、上記ツ
イストボール層を密封する方法であってもよいし、また例えば、上記透明電極側基材に用
いられる第１基材および保持基材にラミネート加工可能な材料を用いて、上記第１基材お
よび保持基材をラミネート加工することにより、上記ツイストボール層を密封する方法で
あってもよい。本態様においては、ラミネート加工により上記ツイストボール層を密封す
る方法であることがより好ましい。ラミネート加工による方法が好ましい理由については
、「１．第１態様の電子ペーパー」の項で記載したものと同様とすることができるので、
ここでの記載は省略する。
【０１０２】
　また、ツイストボール層の構成については、「１．第１態様の電子ペーパー」の項で記
載したものと同様とすることができるので、ここでの記載は省略する。
【０１０３】
　（２）対向電極側基材
　本態様に用いられる対向電極側基材は、第２基材と対向電極とを有し、上記ツイストボ
ール部材の保持基材の外側に、上記対向電極が上記ツイストボール部材とは反対側となる
ように配置されているものである。
【０１０４】
　本態様における対向電極側基材に用いられる第２基材としては、第２基材上に対向電極
を形成することが可能であり、かつ、上記ツイストボール部材の保持基材の外側に、上記
対向電極が上記ツイストボール部材とは反対側となるように対向電極側基材を配置するこ
とができるものであれば特に限定されず、例えば図５に示すように、保持基材２０の全面
を覆うことができるような基材であってもよいし、例えば図７に示すように、第２基材２
１上に形成された対向電極２２に合わせたパターンを有する基材であってもよい。なお、
図７において説明していない符号については図５と同様とすることができるので、ここで
の記載は省略する。
【０１０５】
　上記対向電極側基材に用いられる第２基材としては、上記の点以外は「１．第１態様の
電子ペーパー」の項で説明したものと同様とすることができるので、ここでの記載は省略
する。また、上記対向電極についても「１．第１態様の電子ペーパー」の項で説明したも
のと同様とすることができるので、ここでの記載は省略する。
【０１０６】
　本態様に用いられる対向電極側基材は、上記ツイストボール部材の保持基材の外側に、
上記対向電極が上記ツイストボール部材とは反対側となるように配置されているのであれ
ば、その配置方法については特に限定されるものではなく、上記対向電極側基材および保
持基材を接着剤等を介して完全に固定する方法によって配置されていてもよいし、上記対
向電極側基材および保持基材が容易に着脱可能な方法によって配置されていてもよい。本
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態様においては、上記対向電極側基材および保持基材が容易に着脱可能な方法によって配
置されていることが好ましい。上記対向電極側基材の配置方法として、具体的には、上記
保持基材上に上記対向電極側基材を固定するための固定部を設けて上記固定部に対向電極
側基材を固定することによって配置する方法、対向電極側基材および保持基材を再剥離可
能な接着剤を介して設置する方法等を挙げることができる。
　本工程においては、特に対向電極側基材および保持基材を再剥離可能な接着剤を介して
設置する方法を用いることが好ましい。本態様の電子ペーパーは、対向電極側基材を取り
換えることにより、電子ペーパーの再利用を可能としたものであり、上記対向電極側基材
および保持基材が再剥離可能な接着剤を介して配置されていることにより、上記対向電極
側基材を容易に取り換えることが可能となるからである。
　ここで、「再剥離可能」とは、保持基材と第２基材とを接着した後、剥離した場合に、
保持基材および第２基材が破損することなく剥離することができるものであることを指す
。このような接着剤としては、アクリル系の粘着剤または接着剤、シリコーン系の粘着剤
または接着剤、天然ゴム系の粘着剤または接着剤、エチレン-酢酸ビニル（ＥＶＡ）系の
粘着剤または接着剤、ウレタン系の粘着剤または接着剤等を挙げることができる。また、
上記再剥離可能な接着剤は対向電極側基材上に塗布されていることが好ましい。保持基材
表面上に上記再剥離可能な接着剤が残存しないことにより、上記ツイストボール部材を再
利用しやすいものとすることができるからである。
【０１０７】
　本態様に用いられる対向電極側基材を保持基材上に配置させる際の上記保持基材および
対向電極側基材の間隙としては、本態様の電子ペーパーを用いて画像表示を行った際に、
ツイストボールを回転させて所望の画像表示を行うことができる程度の間隙とすることが
できるのであれば特に限定されるものではなく、５０μｍ以下、なかでも３０μｍ以下、
特に２０μｍ以下であることが好ましい。上記範囲を超える場合は、ツイストボールを回
転させるのに必要な電界Ｅを得るために透明電極と対向電極に印加する電圧の供給が事実
上困難となるためである。
【０１０８】
　（３）その他の部材
　本態様の電子ペーパーは、上記ツイストボール部材、および対向電極側基材を有するも
のであれば、特に限定されるものではなく、必要な部材を適宜追加することができる。こ
のような部材としては、上記ツイストボール部材を密封するために用いられるシール剤を
挙げることができる。このようなシール剤については、一般的な基材どうしを貼り合わせ
て密封させる際に用いられるシール剤と同様とすることができるので、ここでの記載は省
略する。
【０１０９】
　（４）用途
　本態様の電子ペーパーの用途としては「１．第１態様の電子ペーパー」の項で記載した
ものと同様とすることができるので、ここでの記載は省略する。
　本態様においては、ポスター、車内広告等のセグメント用途に用いることがより好まし
い。
【０１１０】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１１１】
［実施例１］
　黒色でプラスに帯電した黒色相と、白色でマイナスに帯電した白色相とを有する平均粒
子径が約１００μｍのツイストボールを準備した。これを熱硬化型シリコーン樹脂中に分
散し、コーターによりガラス上に塗布し、熱処理することで、膜厚３００μｍのツイスト
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時間浸漬し、膨潤させてツイストボール層を得た。
【０１１２】
　次に、ＩＴＯ膜がＰＥＴ面に形成されたラミネートフィルム（ＣＰＰ／ＰＥＴ）（透明
電極側基材）を準備した。
　次に、アルミニウム膜（対向電極）がＰＥＴ面に表示絵柄に応じて形成されたラミネー
トフィルム（ＣＰＰ／ＰＥＴ）（対向電極側基材）を準備した。
【０１１３】
　次に、透明電極側基材のＣＰＰ面と、対向電極側基材のＣＰＰ面が対向するようにして
ツイストボール層を挟みこみラミネートを行った。その後、表示絵柄に応じて導電テープ
およびリード線を用いて配線した。
【０１１４】
［実施例２］
　青色着色剤と黒色着色剤を混合してプラスに帯電した有色彩相と、白色でマイナスに帯
電した白色相とを有する平均粒子径が約１００μｍのツイストボールを準備した。これを
熱硬化型シリコーン樹脂中に分散し、コーターによりガラス上に塗布し、熱処理すること
で、膜厚３００μｍのツイストボールが分散されたシートを作製した。次いで、上記シー
トをシリコーンオイル中に２４時間浸漬し、膨潤させてツイストボール層を得た。
【０１１５】
　次に、ラミネートフィルム（ＣＰＰ／ＰＥＴ）を２枚準備し、ＣＰＰ面がツイストボー
ル層側になるように配置してラミネートを行った。
【０１１６】
　次に、ＩＴＯ膜が形成されたＰＥＴフィルム（透明電極側基材）を準備した。また、ア
ルミニウム膜が表示絵柄に応じて形成されたＰＥＴフィルム（対向電極側基材）を準備し
た。
　次に、透明電極側基材のＩＴＯ膜が製膜されていない側、および対向電極側基材のアル
ミニウム膜が製膜されていない側の表面に粘着剤を塗布し、ツイストボール層のラミネー
トフィルムに貼り合わせた。その後、対向電極側基材の表示絵柄に応じて導電テープおよ
びリード線を用いて配線を行った。
【０１１７】
　実施例１および実施例２の電子ペーパーを用いることにより、良好な画像表示を行うこ
とができた。
【符号の説明】
【０１１８】
　１　…　透明電極側基材
　１１　…　第１基材
　１２　…　透明電極
　２　…　対向電極側基材
　２１　…　第２基材
　２２　…　対向電極
　３　…　ツイストボール層
　３ａ　…　ツイストボール
　３ｂ　…　低極性溶媒層
　４　…　シール剤
　１０　…　電子ペーパー
　２０　…　保持基材
　３０　…　ツイストボール部材
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